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平成18年度 第4回 宮前区区民会議 

                 日 時 平成19年2月9日（金）午後6時 

                 場 所 宮前区役所 大会議室 

 

午後6時3分開会 

司会 それでは、定刻となりましたので、これより平成18年度第4回宮前区区民会議を開

催させていただきます。 

 本日の進行を務めさせていただきます、私、宮前区役所副区長の岩澤でございま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、着席させていただきます。 

 初めに、少し事務連絡をさせていただきたいと存じます。本日の会議開催に当たり

まして、この会議は川崎市審議会等の会議の公開に関する条例に基づきまして、公開

とさせていただいておりますので、傍聴者、報道機関等の取材の許可をしております

ことをご了承いただきたいと思います。また、会議録の作成に当たりまして、2名の速

記者を同席させていただいておりますことを、そして本日会議で発言のありました

方々につきましては、後日ご確認をお願いいたしたいと思いますので、よろしくお願

い申し上げます。 

 また、本日の傍聴者の方々につきましては、壁、入り口に貼付してございます遵守

事項をお守りいただきますようお願いいたしますとともに、本日の会議に関するアン

ケート用紙をお配りさせていただいておりますので、お帰りの際にはご提出をお願い

できればと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、本日の委員、参与の出欠の状況でございます。事前にお届けのあった方をご

紹介させていただきます。まず初めに、欠席の関係でございますけれども、川西副委

員長、小泉委員、参与といたしまして、飯田参与、山田参与から事前にご連絡をいた

だいております。また、本日は大変お忙しい中ご出席をいただいております持田参与

につきましては、所用がございますことから中途で退席される旨のご連絡をいただい

ておりますので、あわせてご了承いただきたいと思います。このほか、佐々木参与か

らは若干遅れる旨のご連絡をいただいております。 

 次に、2月1日付でございますけれども、欠員となっておりました区民会議の公募委

員として、長谷川大二様が新たに就任をされておりますので、ご紹介をさせていただ

きたいと思います。長谷川様、よろしくお願いします。 

長谷川委員 ご紹介いただきました長谷川です。宮前平2丁目に住んでおりまして、まだ

現役のサラリーマンでなかなか来られないんですけれども、地元花の台町会の役員を

させていただいています。よろしくお願いします。 

司会 ありがとうございました。 

 次に、本日お手元に配付してございます資料の確認をさせていただきたいと存じま

す。 
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 まず初めに、A4版1枚ものでございますけれども、本日の会議次第、別紙1、座席

表、別紙2、宮前区区民会議委員・参与名簿でございます。続きまして、議事資料でご

ざいますが、A4判で、平成18年度第4回宮前区区民会議資料と表紙のあるものでござい

ます。その後ろにA4判6枚物でございますけれども、資料1として、第1期宮前区区民会

議報告書（その1）抜粋でございます。次に、A3判1枚物で資料2、宮前区区民会議高齢

者福祉部会 議論まとめでございます。次に、A4判1枚物で資料3、宮前区区民会議高

齢者福祉部会 課題解決策の実現方法、A3判1枚で資料4、宮前区区民会議子ども部会 

課題解決の実現方法。次に、A3判1枚とA4判1枚物でございますけれども、繰り物で

す。資料5、宮前区区民会議明日のコミュニティ部会 審議概要でございます。次に、

A3判1枚、資料6、宮前区区民会議の枠組み、A3判1枚物で資料7、地域社会における課

題の整理・関連付け、A3判1枚物資料8、宮前区区民会議・スケジュール案、A4判2枚物

で資料9として、平成19年度宮前区協働推進事業・区の課題解決に向けた取組(案)でご

ざいます。このほかに、お手元に参考資料といたしまして、各委員の方々には、平成

19年度川崎市予算案について、また、地域課題の解決を図る事業提案の募集チラシ

と、本年7月7日川崎球場と等々力球場で行われるアメリカンフットボールのご紹介の

冊子を置かせていただいています。また、各参与の方々にはチラシのみを配付させて

いただいていますので、よろしくお願いいたします。以上が本日の配付資料でござい

ます。 

 ご確認の上、落丁等がございましたら挙手をお願いしたいと存じます。よろしいで

しょうか。 

 それでは、早々でございますけれども、会議に入らせていただきますが、進行はお

手元に配付してございます次第に従いまして進めさせていただきたいと存じます。 

 初めに、会議の開催に当たりまして、この区民会議の事務局を代表いたしまして、

区長の大下よりあいさつをさせていただきます。それでは、区長、よろしくお願いい

たします。 

 

1 開会挨拶 

区長 皆さん、こんにちは。区長の大下でございます。 

 年度末に向けてのお忙しい中、第4回の宮前区区民会議にお運びをいただいて、まこ

とにありがとうございます。お礼を申し上げたいと思います。 

 本日は、今年度最後の区民会議でございまして、前回同様、地域課題の解決策を各

部会から報告をいただいて、それをもとに皆様方でご審議をしていただくということ

になっております。 

 実は、先月の19日に、高齢者福祉それから子ども支援、この2つの地域課題について

の解決策をご報告をいただきました。もうこれはご案内のように、解決策を速やかに

実行に移していくために、解決策がまとまり次第、随時区長に報告をいただいて、即

実行に移していこうと、そういう考え方のもとになされたものでございまして、おか
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げさまで、今区役所としては皆様方のご期待に沿って具体的な取り組みの方向を関連

の部署で検討しているところでございまして、この報告が7区でトップを切って、宮前

区が一番早く皆さんから報告書を出していただいた。これはひとえに皆様方の地域課

題の解決に対する熱意のあらわれと熱心なご討議のおかげということを感じておりま

して、厚くお礼を申し上げたいと思います。 

 事実、昨年7月20日に第1回の会議を開いて、第3回が12月20日でございました。とい

うことは、実は部会が4つございますけれども、正味5カ月の間に4つの部会が延べ13回

の部会の会議を開いていただいています。しかも、全体会議が3回、ですから、区民会

議としては、全体会議と部会を合わせて5カ月間の間に16回も開いていただいて、皆様

方の熱心なご討議をいただいたおかげで、7区のトップを切ってご報告を上げていただ

いたということでございます。 

 先ほど申しましたように、この具体的な解決策の実施に向けて、今区役所では鋭意

検討しておりますので、近々区としての取り組みの方向を皆様方にお示しできるとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、本日の区民会議でも、部会からの報告ごとに皆さんでご議論いただいて、皆

様方の合意のもとに区民会議としてのまとめをしていただければというふうに思って

おりますので、どうかよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それでは、皆様方の積極的な、熱心なご討議をお願い申し上げまして、冒頭のごあ

いさつといたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

司会 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまからの進行は委員長にお願いをしたいと思います。小林委員

長、よろしくお願いいたします。 

 

2 報 告 

小林委員長 それでは、これから私が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 

 区長への審議結果の報告について 

小林委員長 初めに、議事に入る前に、私の方からご報告をさせていただきます。 

 第1点は、既に議員参与の皆さんにはご連絡させていただいておりますが、昨年12月

の第3回の区民会議で審議し、まとまった高齢者福祉と子育て支援の課題に対する解決

策について、先月企画部会で取りまとめを行い、1月19日に私と永野副委員長、川西副

委員長、目代部会長で区長へ、資料1にありますように区民会議報告書を提出いたしま

したので、改めてご報告をさせていただきます。 

 既に皆さんのお手元に報告書は届いているかと思いますが、区長へ報告書を提出す

る際に、解決策の実現に当たっては、市民と市民をつなげる役割や投げかけなどをぜ

ひ区役所が担ってほしいとお願いいたしました。また、今後の進捗状況、内容、評
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価、解決に至るまで多大な関心を持ち続けていきますと大下区長に申し上げました。 

 本日の朝刊に、大下区長の任期1年延長という記事がありました。神奈川新聞の記事

には、最後の区長の談話として、区民会議の報告内容を精査し、区政に反映させたい

と意欲を述べておられます。今までの経過を十分にご理解いただいておられる大下区

長に大いに期待し、区役所一丸となり区民の負託に誠心誠意お力を注いでいただきた

いと要望いたします。大下区長には大変ご苦労さまだと思っております。 

 第2点目ですが、本日は今年度最後の区民会議ということで、この後各部会からの審

議結果の報告をしていただきますが、全体会で審査することになっている地域防災の

課題については、先月の企画部会で事務局から報告がありまして、現在3月末を目安に

地域防災計画を策定中なので、地域防災について19年度の第1回目の区民会議で審議を

するということになりましたので、ご報告をさせていただきます。 

 以上、2点につきまして、私から議事に入る前にご報告をさせていただきました。 

 

3 議 事 

 

(1)専門部会の審議結果報告及び具体的な解決策の調査審議について 

小林委員長 それでは、議事に入りたいと思います。議事(1)の専門部会の審議結果報告

及び具体的な解決策の調査審議でございます。 

 各部会では、第3回区民会議以降、お手元の資料にありますように、引き続き課題解

決に向けた議論をしていただいておりますので、各部会からご報告をいただいた上

で、部会に所属していない委員の皆さんからもご意見をいただきたいと思います。 

 

ア 高齢者福祉部会報告 

小林委員長 それでは、高齢者福祉部会からご報告をお願いいたします。鈴木部会長、よ

ろしくお願いいたします。 

鈴木（恵）委員 では、高齢者福祉部会のご報告をいたします。 

 今回は、前回の積み残し部分について、引き続き部会で議論したことをご報告した

いと思います。資料2をごらんくださいませ。現状、課題、解決策と3つに分けて今ま

で話し合ってまいりました。積み残し部分は、一番右端の具体的解決策の上の段で

す。団塊世代の有効活用、成年後見制度の普及・啓発、市営住宅などにおけるひとり

暮らし高齢者の見守りということが積み残しになっておりました。それの解決策です

とか、それからこれをどのように、どこで、だれが解決の実現に向けていくかという

ことは、資料3をごらんくださいませ。 

 団塊世代の有効活用ということでは、宮前区はほかの区に比べて、団塊世代が戻っ

てくる可能性が一番多い、大量に戻ってくるということがわかっております。その方

たちをいかに地域の中にうまく取り込んでいけるかということを話し合いました。 

 どのようにということで、解決手法の一つとしては、地域活動センター、サポート
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センターなどをつくって、地域の中に担い手が入ってくる、そしてまた、その方たち

の活躍の場というフィールドがつくれたらいいなということを話し合いました。 

 続きまして、成年後見制度の普及・啓発ということですが、制度そのものが余り知

られていないので、まず認知度を高めるための講座を実施したいということ、まだそ

こら辺までの話しか進んでおりません。できれば出前講座の中で成年後見制度という

のはどういうものなんだろうということを、皆さんに普及・啓発できたらいいねとい

うところから始めたいと思っております。 

 続きまして、市営住宅などにおけるひとり暮らしの高齢者の見守りですが、宮前区

内は川崎市の中でも一番公営住宅の多い区です。その高齢化というのは、実は先日も

南平台の団地の高齢化率を老人クラブの方が細かに調べてくださいました。何と1棟に

つき65％という高齢化率のところがあったということが事実です。この方たちが孤立

しないで安心して過ごせるような対策が何かとれたらいいな、それから、空き部屋な

どを利用して、当の高齢者を見守るようなシステムができ上がったら、きっと安心し

て暮らすことができるんだろうというような感じも受けております。みんなが安心し

て暮らせるような宮前区にするために、これからも議論を重ねていきたいと思います

けれども、今回の議論のまとめについては、部会として、新たな解決策として区長へ

またご報告をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

小林委員長 ありがとうございます。 

 本日の議論をまとめまして、区長に報告をしたいというふうに思いますので、活発

な意見をお願いいたします。前回の積み残しという課題でありますが、今、鈴木さん

から言いましたように、団塊の世代の有効活用と成年後見人制度、それから市営住宅

におけるひとり暮らしの見守りというようなことについて、一つずつご意見をいただ

きたいと思います。 

 団塊の世代の有効活用について、どなたかご意見がございましたら―意見がないよ

うですので、松井さんあたりから口火を切ってください。 

松井委員 団塊の世代の有効活用ということでは、最近マスコミでもよくやっています

ね。僕もテレビを見て、ああ、なるほど、なるほどと、いろいろ思ったりするんです

が。確かに、退職されると時間的な余裕が出てくるということは間違いないんです

が、そうかといって、一筋縄では、つかまえてと言ったらおかしいですが、いい形で

地域に根差して活動してくれるかどうかなというのは、非常に大きな課題がたくさん

あると思うんですね。 

 そういう中で、この間マスコミで言っていったのは、やはり老後、年金とか何とか

が少しは出るんでしょうけれども、もっと少なくなるんじゃないかとか、そういうこ

とで、先行き、金銭的な面でもかなり不安があると。そういった中で、ボランティア

だけで本当に受け皿としていいんだろうかということで、コミュニティビジネスと

か、それから、そういう人たちがまだまだ働ける場づくりをしようなんていうこと
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で、一生懸命企画をしているところが出ているということを聞きます。 

 そういう中で、地域に根差したいい企画ができないと、高齢者福祉部会でもいろん

な手法は出てきましたけれども、またはそういうところに、サークルに出てください

と言っても簡単には出てこないんじゃないかなというふうに思いますので、この辺の

視点を持って、どう対処していくかということを皆さんで工夫したいなというふうに

思います。 

小林委員長 ほかにご意見の方。市役所でも、3年間で1500人の退職者がいらっしゃると

いう話がちょっと新聞に出ておりましたけれども、各区でも、7で割ったってかなりの

数の方が、市役所だけでもそれだけの人数がいるということになりますので、有効的

な人材活用ということはとても大切だというふうに思いますけれども、どうやって担

い手になっていただけるかということを考えないといけないと思います。 

三谷委員 団塊の世代の有効活用ということなんですけれども、これは必ずしも高齢者福

祉部会だけの問題じゃないだろうというふうに思っています。概数的には、9000人ぐ

らい来年から退職する方が宮前区にはいらっしゃる。彼ら自身のプロフィールをいろ

いろ分析してみないと、単に有効活用だけではわからない。彼らのニーズなりウオン

ツなり、こういうのを分析した結果、それなりの受け皿を準備しなきゃならない。そ

の中の一つが高齢者福祉部会の受け皿だろうということでございますので、また別途

団塊の世代をどう有効活用するかというのはきちんと議論してから、幾つかのメニュ

ーの中の一つとして位置づけられたらいかがじゃないかなというような気がいたしま

す。 

小林委員長 髙木さん、どうぞ。 

髙木委員 団塊の世代の方に何を求めるかというところにあると思うんですが、2つ方向

性があると思うんですね。1つは、例えば体力面、運動能力を必要とする面と、あとも

う一つは、知識とか特技、そういったものを求める面と2つあるんじゃないかと思うん

です。そういったものを、例えば地域活動サポートセンターというのができるのであ

れば、どちらの方に団塊の人が向かうのかということで、例えば登録とかそういった

制度をつくってもらって、特技を中心にしてやるのか、あるいは体力、運動能力を使

っていただけるのか、そういったところをうまく分けて少し考えていかないと、一口

に団塊の世代と言っても、実際は統計を見ても、例えば年収は減ってもまだ働き続け

たいという方が圧倒的に多いわけですから、それらも顧みずにボランティア活動をし

ていただくということには、やはりそれなりの制度とか何を要求しているかという、

かなりきめ細かいものをこちらから求めないと、なかなか参加していただけないんじ

ゃないかというふうに思います。 

小林委員長 ありがとうございます。目代さん、どうぞ。 

目代委員 この全体で担い手の問題なんですけれども、本来は子どもの部会でもやはり同

じ問題になると思います。では、その担い手というボランティア養成とかいうのが今

盛んに言われていますけれども、受ける、ボランティアをやる人たちの気持ちになっ
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てみると、ボランティア登録をしても何をするのか見当もつかないとか、何かもっと

細かな分類分けというんですか。例えば運転ボランティア募集と言えば、運転する人

はこれぐらいだったらできると言って応募がどんと来るとか、子どもの送り迎えがで

きる方、学校の近くの方とか、何かそういうふうに細かな種類分けのボランティアの

内容がわかれば、近くだったらこういうのができるかもしれないとか、そういうふう

な動きが出ると思っています。 

 だから、受ける身になって考えて、もっと細かな内容を提示するのも一つの方法じ

ゃないかなと思っております。 

小林委員長 どうぞ。 

永野副委員長 先日、区民フォーラムというのをやりまして、ポスターセッションをやっ

たんですね。そうしましたら、やっぱり200何名ほど集まってきました。ポスターセッ

ションで各活動団体の模造紙1枚ずつの宣伝をしたんですが、みんな熱心に聞いて回っ

ているんですね。だから興味があるんです。しかし、どういう活動をやっているの

か、そういう具体的な情報が入ってこないということがあると思うんですね。 

 ですから、この議論の中でもありましたように、各地域ごとにそういう窓口、情報

が簡単に手に入るような窓口を設置していくということが必要だと思います。ポスタ

ーセッションは年に1回しかやらないんですけれども、これはやっぱり常設型に、毎日

そういう情報に触れる機会を得なきゃいけないと。そういった意味では、インターネ

ットを使ったそういったところに細かい情報を入れるみたいなことも必要かなと思い

ます。とにかく、日々そういう情報を、欲しいときに情報が入るという体制をつくる

ことが必要かなという気がします。 

小林委員長 ありがとうございました。ほかにどなたか―宇賀神さん。 

宇賀神委員 今、団塊の世代ということで退職される年が60歳でしょうか。今、私なんか

は技術系なんですけれども、人がもういなくて、退職の定年が62ぐらいに上がるんじ

ゃないかと。我々が62ぐらいに行くころには、もう定年が65になるんじゃないかとい

うことを言われているんですね。そうすると、なかなか戻ってきたくても戻ってこれ

ない状況というのがあると思います。 

 先ほど制度面なんていう話も出ましたけれども、やっぱりそういった企業とか、あ

とは役所の方なんかも次の職に行ったときに、そういったボランティアですとか、地

域のことをやることによって会社を休んでしまう、後ろめたい思いをするというよう

なことがないように、その辺を制度面でバックアップできるような、地域のことをや

るんだったらどうぞやってくださいというような地域社会づくりが必要なのかなとい

うふうに思っております。 

小林委員長 ほかに。どうぞ。 

浅野委員 先ほど、細かくするとそれだけ理解が得られて、例えば登録していただくにし

てもという話があったんですけれども、この専門部会の中で話をしているときに、余

り細かくしてしまうと、これを言ってみれば区長さんへの提案ということで提出し
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て、あとそれで区としてどう考えるか、あるいは区長さんを初めとして役所の方で考

えていただく部分、そこに細かく答申を出せば出すほど、この条件でやってください

と限られてしまうというのが出てきますので、趣旨をわかっていただくということ

で、議論の中ではかなり細かい話も出たんですけれども、まとめとしてはある程度大

枠としてとらえた方がいいだろうという意見がありまして、こういう形になっており

ます。部会長さんのかわりに済みません。 

小林委員長 そうですね。これからまだまだいろいろ議論をしなきゃいけないことがたく

さんありますので、きょうの全体会では、皆さんのこのような意見を参考にしまし

て、ご報告をさせていただきたいと思います。そして、大体の意見としては、受け皿

を上手につくっていかないと参加するにも参加できないということで、どうやってそ

の仕組みをつくっていくかということだと思います。 

 このことについて、今度は、次回専門部会を立ち上げてちゃんとやっていこうとい

うふうになるかどうかということも含めて、これは、今回は時間の関係でこの程度の

ことで終わらせていただきたいというふうに思います。 

 次に、成年後見制度ということについて、先ほど鈴木さんからの説明なんですが、三

谷さんからちょっと口火を切っていただければと思います。 

三谷委員 先ほどの団塊の世代の有効活用と必ずしも離れた話ではございませんで、前回

もご披露申し上げた、世田谷では団塊の世代、世田谷の場合には約4万人弱という大変

な数が退職されるということでありますので、この高齢者の福祉という問題について

は、コミュニティで支える、地域で支えるというのが原則だろうと。これは、ヨーロ

ッパの方ではそういうふうなことを言われているようでございます。地域で支えると

なると、やはり地域の人たちがある程度の高齢者に対する介護だとかそういう技術的

なこと、あるいは実地のことを知らずして、ただ見守りだけでは済まない時代じゃな

いかなと。 

 というのは、我が宮前区では前期高齢者が多いということについては、細くお話を

してもいいんですが、時間がかかりますので、もうすぐ後期高齢者になると、こうい

うところに大きな問題が実はあるんじゃないかなということで、成年後見人制度を宮

前区で考える、そういうものを地域の人で支えていこうじゃないかということについ

ては、私は非常にすばらしいことだろうと思いますし、これからまさに日本全国でこ

ういうことも議論がされるだろうと。その先駆けとして宮前区が先陣を切って、時間

と労力が大変かかると思いますけれども、非常にやりがいのあることだろうと思いま

す。私自身も間もなく世田谷区の成年後見人制度の第1期を終了しまして、間もなく高

津で始まるＮＰＯ法人の高齢者という問題にもかかわり合いを持っておりますので、

できましたら側面的にご支援を申し上げられたらなと思っております。 

小林委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ご意見をお伺いいたします。渡辺さん、何かご意見はございませんでし

ょうか。 
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渡辺委員 議論の中で、部会の中でちょっと出ていたことなんですけれども、市民後見人

という形で、一般の市民の方が差し詰めの後見人のある程度の役割が果たせないかと

いうようなことで議論があったんですけれども、やはり後見人というからにはかなり

の責任も生じるわけなので、市民後見人という位置づけというんですか、この辺はち

ょっと注意しないといけないなというふうに私も思いました。やはり、すべての財産

を含めて後見人に任せるということなので、一般の人がどの程度まで入り込めるの

か、その辺はちょっと疑問というか、不安に感じた次第です。 

小林委員長 三谷さん。 

三谷委員 今、ご心配の向きがありましたんですが、職業後見人のことをおっしゃってい

るんじゃないかと思いますが、実は後見人というのは別に資格が必要ではございませ

んで、だれでもが自分の親族なり配偶者なりの後見人になるということで、家庭裁判

所の方の認定を受けるということでございます。 

 したがいまして、基本的にはそんなに難しいことではないんですが、いわゆる職業

後見人、いわゆる弁護士なり司法書士、社会福祉士なり、そのご本人さんから後見報

酬をいただこうということになると、かなりの責任というのは当然発生すると思いま

す。恐らく市民後見人というのは、やはりある程度のボランティア、いわゆる職業後

見人のサポーター、本人と職業後見人との間を取り持つコーディネーター、こんな役

割じゃないかなと思っておりますので、大変難しいことだということを突き詰めてい

くと大変なことになると思いますけれども、そうではないんだということで、スムー

ズに入り込むような内容もかなりありますものですから、これは社会福祉士でいらっ

しゃいます方が一番お詳しいわけでございますので、そこら辺は現場に接触している

視点から、こういうものがやられれば、宮前区バージョン的なものが培われるんじゃ

ないかと思っております。 

小林委員長 これは非常に勉強をたくさんしなきゃいけないというふうに思いますので、

19年度の課題には当然なると思いますので、きょうは議論を深めるわけにはなかなか

いかないんですが、課題ということで、次の方に行きたいと思います。 

 市営住宅におけるひとり暮らしの高齢者の見守りにつきまして、どなたかご意見が

ございましたら、どうぞ。 

鈴木（和)委員 市営住宅だけじゃなくて、地域に非常に老人が多いということを伺って

おります。それで、各地域において、いろいろとひとり暮らしの方の対策ということ

をなさっている地域が多いと思うんですけれども、1日1度はそういうような高齢者の

方に一声かけて、どうなのかなという運動などは大切じゃないかなと。一声運動とい

うのは以前も、老人だけじゃなくて、子どもたちにも一声運動ということで、私たち

もしたことがあるんですけれども、この一声運動というのをちょっと広めていただい

て、地域で活用したらいかがかなという思いもしております。 

小林委員長 ほかにどなたかいらっしゃいますでしょうか。どうぞ。 

福本委員 私どもは市の住宅に住んでおるんですけれども、私のところの団地では構成が
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392世帯ですね。そのうちに65歳以上のひとり暮らしの方は現在80世帯を超えておりま

す。それで、65歳の高齢者となると、去年の9月15日現在でもう既に三百十何名かな。

その人たちの対策として、ひとり暮らしの方には特にアンケートを渡しているわけで

す。それは、そのアンケートの中の趣旨というものは、今その方がどういう持病を持

っているとか、それと友達がいるかとか、それからどこかへ出かけるときにはどうい

う近所への声がけをするとか、そういうことをアンケートとして出していただいて、

それを会長のところでじかに保管しております。それで、事あるごとにそれを開封し

て対応しております。 

 それと、各棟の建物の中に、専業主婦の方で比較的自由に動ける方というのが何人

かおるわけですよね。そういう方を動員して、担当として棟を回ってもらっておりま

す。特に、ここのところ孤独死が多いので、それで私どもの方でもやはりそれを一番

重視して、できるだけ回るようにして、常に民生委員を長としてやっております。 

 結局、身近なところにだれかボランティアで動いてくれる方がいないとだめなんで

すよね。それで、ボランティアさんになる方は、要するに年度がわりとかそういうの

でなくて、ずっとかわらずに、うちの場合は大体長い人で14年から15年続いています

よね。平均して9年以上続いております。ですから、夜なんかでも表を歩くのにも窓を

見て、電気がついていないからどうとか、それから新聞をポストからとっていないか

とか、いろいろなことをあれしてやっております。 

 今僕が一番目についていて、一般のあれでいいなと思ったのは、うちへ来る、団地

へ来る牛乳屋さんは、玄関に牛乳の箱を出していないと必ずノックして確認をとるん

ですよね。それで、出てこない場合に、私どもの方へ電話をくれて、何号棟のだれさ

んは全然留守なんですけれども、何か連絡がありましたかというふうに周りの出入り

の商人の方も注意をしていただくようにやっております。できればどこも皆もう少し

活躍してくれる人が多ければいいんですけれども、なかなか難しいです。 

小林委員長 ありがとうございました。ほかに、特にこのことについてご発言を―鈴木

さん。 

鈴木（恵)委員 今、福本さんの団地での取り組みはやはりすばらしいんですね。周りと

のきめ細かなネットワークができていて、皆さんの見守り、それから民生委員さんを

サポートする人たちがたくさんいるというのはすばらしいです。 

 実はこの間も、ほかの団地のことを少し―例えば情報をきちっと整理するようなこ

とができないかということをやってみようと試みたんですが、個人情報の保護という

のがネックになりまして、今福本さんがアンケートを出していただいて、それをもと

に、何かあったら、この人の持病はどうだとか、それからだれが友達なんだとかとい

うのはもう既につかんでいらっしゃるというのはすばらしいんです。そのくらい細か

い情報を、だれかが何かあったときに、どこにだれとつながっていて、どのような方

につなげればこの人の情報がわかるんだということがわからなければ、それこそ孤独

死などは防げないと思っているので、ぜひ宮前区内のほかの団地に関しても同じよう
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な取り組みができたらいいなと思っております。 

小林委員長 ありがとうございました。大分時間が短くて、大変恐縮です。まだまだ議論

していただかなくてはいけないことがたくさんありますので、このくらいにさせてい

ただきまして、今の皆様方のご意見を区民会議の解決策として、積み残しの課題につ

きまして報告をさせていただきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。 

(「異議なし」の声あり) 

小林委員長 よろしくお願いいたします。まだまだ議論を深めていかなきゃいけないこと

がたくさんあるということがよくわかりました。 

 次に、子ども部会からの報告をお願いいたします。目代副部会長、よろしくお願い

いたします。 

目代委員 子ども部会の目代です。1月29日に部会を開きまして、その前に何度か打ち合

わせをしまして、資料4を見ていただきたいと思います。 

 子ども部会 課題解決策の実現方法というのがここに出ております。一応課題の1か

ら9までというところで書かせていただいております。ちょっと時間がありませんの

で、皆さんにざっと目を通していただきまして、この1から9までの課題をどう実現し

ていって、これをどう取りまとめて、受け皿として実行していくにはどうしたらいい

だろうかという話がこの部会の中で頻繁に出ました。 

 その中で、ここの左の方の黒枠の中にあります子育て関連支援組織によるネットワ

ークの立ち上げがやはり一番大切だというところで、その課題1から9までの中で、健

診時における情報の収集・発信、また町内会組織等を利用した有効活用の情報の発

信、またずっと先に行きまして、公園管理の促進、また地域などへの出前講座の実施

等、これをどのように取りまとめて実施していくかというところで、この組織、ネッ

トワークづくりをどのような形でやればいいかというところですね。このネットワー

クというのをどういうネットワークにしたらいいかというところで、今既存の子育て

支援関係者のネットワークも運営協議会もできておりますし、また子育てだけじゃな

くて、このネットワークは1歳から18歳までの青少年まで全部見た形での支援関係連絡

会というところで、ここを取りまとめて目的を持たせて、それぞれの小さな部会に連

携して活動していったらいいんじゃないかというところに行きました。 

 また、この隣の赤ちゃん広場の拡充に対しても、担い手というところで、子育てグ

ループ、また地域住民の人々、民生さんなどとかいろいろ書いてありますけれども、

これもこのネットワークの中に入って活動して取りまとめる、また受け皿となって、

担い手をまた発掘していく組織というところで話が進みました。 

 また、このネットワークづくりの必要性、先ほどから出ています団塊世代の活用と

いうところで、ボランティア―どういう人たちが担い手となってこのようなものをサ

ポートしていくかというところで、人材育成等の出前の講座、また健診時における情

報発信・収集、こういう健診時のときに、子どもがたくさん集まるとき、また親子が

全員集うところで、保健福祉センターや保育園、また地域ボランティアの方たちにど
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のように企画、立案していくかというところまでも、全部このネットワーク組織の中

でやっていけるといいんじゃないか。受け皿として、この1から9までの課題が実現で

きるように、しっかりしたネットワーク、また運営をやって、ネットワークづくりを

行ったらいいというところでございます。 

 また、この赤ちゃん広場の拡充につきましても、赤ちゃん広場とまたそのほかにも

子育てグループのお母さんたちがいろいろ活動しておりますので、そういうお母さん

たちのグループも参加して、赤ちゃんたちの居場所をもっと拡充して、本当に住みや

すい、子育てしやすい環境の整っている宮前区になるように、ぜひともきちんとした

協議会、名ばかりの情報収集、情報交換だけのネットワークじゃなくて、実動できる

協議会ができるといいというところでまとまりました。 

小林委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの子ども部会からの報告に関しまして、ご意見がございましたらお願いし

たいと思います。 

末澤委員 子ども部会に参加させていただいている末澤です。目代さんのお話の中にもあ

りましたが、いろいろな子育て支援ということを考えていくときに、ボランティアと

か例えばいろいろな支援を担っていく人と担い手の問題というのにどうしてもぶつか

ってしまうんですね。これが最初から課題だなと私は感じていまして、それで、外部

出前講座などを行って人材を発掘して育成するとともに、先ほどの高齢者の方でも出

ていましたけれども、どういったニーズがあるのかということがわかると、参加する

人は私はこれならできるということに気づけると思うんですね。そういった受け皿も

きちっとつくっておかなければならないという必要性を感じます。 

 ボランティアというのは、気負ってボランティアをするのではなくて、例えば子育

てであれば、自分たちが子育ての当事者であって支援を受けるけれども、ちょっと子

どもが大きくなれば自分たちも今度は支えていく側になれるというちょっとした気づ

きというのをみんなに持ってほしいんですね。お互いに助け合おうということで助け

合う。自分が何かしてもらうんだから自分も何かお返しをする。自分だけが別じゃな

いということで、地域の中で、例えばいろいろなところから来ても、ここの地域に来

て、自分はここの中で疎外されているのではなくて、お互いに手をつないで、何かち

ょっとだけ、本当に声をかけ合うとかそういうのでもいいんですけれども、そういっ

たことをするだけでも、当事者であるという意識をもっと持てるようになれば、いろ

いろな地域のコミュニティというものにもつながっていくと思うんですが、それぞれ

の当事者意識を忘れないという意識づけがもっとできていけば、少しずつ変わってい

くのかなと思います。ちょっと漠然としているんですけれども、そのようなことを考

えています。 

小林委員長 ありがとうございました。ほかにご意見は。 

松本委員 子ども部会の方に参加させていただいている松本です。赤ちゃん広場につ

いてちょっとだけ補足なんですが、赤ちゃん広場というのはお母さんたちの自主グル



 - 13 -

ープで、私もスタッフをしておりますが、カンガルー宮前子育てネットワークの自主

的な活動で公のものではありません。子育て支援が言われるもう10何年前から、お母

さんたちが自分たちの居場所を、親子で集える居場所をつくろうということで、現在

区内７カ所でこども文化センターや保健福祉センターを会場にして開催しています。 

 ここ数年ぐらい、保健福祉センターの保健師さんや公立保育園の保育士さんがお手

伝いに来てくださって、育児相談をしてくださったり、手遊びをしてくださったりし

ています。保健福祉センター会場は毎回たくさんの親子連れが来ています。こういっ

た気軽に来られる場所などを区内にどんどん広げていけたらと思います。特に今開催

されていない地域などもありますし、あと会場によってはもう毎回いっぱいというと

ころもあります。カンガルーだけで開催場所を広げていくというのはどうしても限界

があります。今後、地域の民生委員さんや地域の方の協力が得られて少しずつ広まっ

ていくのではということをちょっとつけ足して言わせていただきます。 

小林委員長 ありがとうございます。非常に時間がなくて申しわけないんですけれども、

亀ヶ谷さん、何かご意見がございましたら。 

亀ヶ谷委員 よくわからないんですけれども、子育ての世代というのは、気楽に集える場

というのがとても大切だと思うんですね。そういう中で、本来だったらこういうもの

がありますよということではなくて、集まってきた子育ての世代の皆様方の中から、

自然発生的に何か目標を決めて、そういうものをやっていったらどうだろうかという

活動ができるのが理想なんだろうと思うんですね。やはりこういう部会の中で考えて

いかなくちゃいけないというのは、そういう子育ての悩みというのは多分千差万別

で、だれとして同じものはないと思うので、そのいろんな悩みのある部分を交通整理

をするようなところがとても大事になってくると思うんですね。 

 この区内の中には、いろんな子どもさんに関連する団体がたくさんあると思うんで

すけれども、そういう部分をどうやって振り分けて、その悩みを持っている親御さん

に理解をしてもらうか、こういうような交通整理的な部分をこの区民会議の子ども部

会の中で担っていくということが大切かなというふうには思っております。 

小林委員長 ありがとうございます。 

 そうですね。まだまだたくさんの課題があるというふうに思います。まだまだお一

人お一人に聞けば、いろんないい意見がたくさん出てくるのではないかなというふう

に思いますが、また19年度も議論を続けるチャンスが幾らでもありますので、きょう

はこのくらいにさせていただきたいと思います。 

 今までの話は前回区長への報告した提案の補足意見としまして、区長へご報告をさ

せていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。よろしいでし

ょうか―ありがとうございました。 

 それでは、明日のコミュニティ部会からの報告をお願いいたします。宇賀神部会

長、お願いいたします。 

宇賀神委員 明日のコミュニティ部会の宇賀神でございます。これまで2回ほど部会を開
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かせていただきまして、コミュニティということについて皆さんで話し合うというこ

とが行いました。ただ、コミュニティということについては、人が生きていく上で何

かしらのコミュニティとかかわっているということで、非常に幅の広いジャンルの言

葉かなというふうに思っております。皆さんと話し合っても、いろいろ話が広がって

いくというような状況でございます。 

 そんな中で、前回出た話を少しお話しさせていただきますと、まず、コミュニティ

を考える上で、その現状ということで、ここの資料5にございますけれども、コミュニ

ティが希薄に感じるですとか、自治会関係への加入率の問題、その団体の大きさによ

って対応できないような傾向にあるというようなこと、古くからの住民ですとか新し

い住民の間にあるものというものがございます。 

 それと、まず気軽に集まれる場所が少ないですとか、あとは皆様のほかの部会なん

かも同じですけれども、担い手の問題がございます。商店街の活力といったものです

とか、あと子育てとか高齢者の団体とのネットワークができていないというようなお

話が出てきております。これはすべてにおいて課題がございまして、こういったこと

になっております。 

 そんな中で、一番右側の具体的な解決策ということでございます。解決策とはいっ

ても、まだこれはほんの糸口といってもいいぐらい何の解決策でもございませんが、

身近な地域の参加へのきっかけづくりとか、小さな組織が芽生えるようなもののつく

り方、そういった組織のネットワークを図ること、ＰＴAと地域とが連携をとり合える

ようなもの、新旧住民の共通のテーマというものの取り組みというようなことが話し

合われました。まだ具体的な方向性というところまでは至っておりませんけれども、

明日のコミュニティ部会、まだこれからが本当の議論かと思います。このようなこと

を中心に話し合っていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

小林委員長 ありがとうございました。それでは、何かご意見がございましたら。 

浅野委員 私が現在所属していますまちづくり協議会というのは、区づくりプラン推進協

議会ということで、まず宮前区の区づくりプランというのが、平成6年の8月に策定委

員会を発足しまして、平成9年の3月に策定されたものがあるんですね。それがガーデ

ン区構想ということで、一部、ガーデン区という名前について、住環境を取り上げて

いるのかという誤解をされているところがあるんですね。あくまでも宮前区というコ

ミュニティ全体に対するもので、人と人とのつながりを含めて、平成5年に宮前区のキ

ャッチフレーズが公募して制定されているんですが、「人が好き 緑が好き まちが

好き」ですか、そのすべてを含んだものを実現したいということで区づくりプランを

策定しています。 

 ちょっと自分が所属しているところの宣伝的なことで申しわけないんですけれど

も、ガーデン区とはということで、もう随分以前につくられた概要版に書いてあるん

ですけれども、家庭や住まいから隣近所、それから町全体へと点から線へ、そして面
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へと発展していくような、まちの人たちがまち全体をガーデン区としてとらえ楽しめ

るまち。それから、だれもが仲よく和気あいあいと楽しく暮らせる人と人のつながり

があり、豊かなコミュニティとそのための集いの場が身近にあるまち。ガーデン区で

はお祭りも行われる。だれもが健康的で心豊かに地域の人とともに暮らせるまち。そ

のために歩いていけるところに病院や福祉施設があり、福祉システムが整っている。

だれもが自由に出かけることができるバスや鉄道など、交通の利便のよいまち。市民

みずからが主体的に行動し、時には市民の間で議論しながら、よりよい社会、まちを

つくり出す人のいるまち。人と人の助け合いが重んじられ、災害のときの対策がとら

れており、安心して住むことができるまち。残された自然や恵まれた環境資源を豊か

に生かして、人々が心豊かな生活を送れるように、土地の利用について、ビジョン、

マスタープランを持ったまち。このような区づくりプランの実現に向けて組織された

のが区づくりプラン推進協議会です。現在、宮前区まちづくり協議会と名称を変更し

ております。あくまでも、宮前区の将来像というのは、これを策定するに当たって、

いわゆる広場という市民参加の意見の交換の場を2年半で約30回、延べ約700人の参加

を得て、また区づくりプラン策定委員会の会議を200回以上開催してつくり上げられた

ものだそうです。 

 以上、こういうものがありますので、平成9年ですからもう10年になりますので、時

代が違うから見直しが必要かもしれないんですが、あくまでも「人が好き 緑が好き 

まちが好き」というキャッチフレーズに込められた区民の思いを生かしたまちづくり

ということで提案されたものなので、ぜひ明日のコミュニティ部会でも、そこを参考

にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

小林委員長 ありがとうございました。松井さん、ちょっとご意見を。 

松井委員 浅野さんから今いろいろと話していただきましたが、僕もまちづくり協議会の

理事長をしております。プランをつくったときからずっとかかわっていますが、やっ

ぱりコミュニティというのはずっと大きな課題ですよね。その中で、僕なんかは地域

の活動をしていてすごく感じることなんですが、どうしたらコミュニティがつくれる

かということでの一つの道具じゃなくて、携わる、頭に入れておくキーワードという

か、それはやっぱり次世代育成ということを常に頭に入れていると、すごくみんなが

協力してくれるということですね。学校とかＰＴAとか、そういうところとかかわって

次世代育成。 

 それからもう一つ、今、区づくりプランでありましたけれども、身近な環境整備と

いうことでやると、最初は僕なんかはごみ拾いからなんですが、そういったところか

らだんだん発展して地域のコミュニティが育っているということをすごく感じるんで

すね。 

 あとはもう一つ、最近、コミュニティガーデンということでは、区づくりプランか

ら出たグループがあっちこっちで花壇をつくって、それがコミュニティにつながって

いるというようなことも具体的にしています。こういう一つのキーワードみたいなの
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があって、そういうところを上手に広げていくと、コミュニティが大変育つのではな

いかなというふうに思います。福祉とか子育てということもありますけれども、やは

り大きな目標では次世代育成とか身近な環境づくり、そういう中でコミュニティガー

デンとか、こんなことを具体的な施策としてもう一回確認して、広められたらいいな

というふうに思います。 

 そんな中で、今浅野委員の話ではないんですが、これはコミュニティ部会だけでな

く、今回の区民会議全体の課題を解決していくのに、まちづくり協議会の組織も上手

に活用させてもらって、協働してやれたら推進できるのではないかなというふうに思

います。 

小林委員長 ほかにご意見は。長谷川さん、どうぞ。 

長谷川委員 コミュニティというのは強制してできるものではないので、いろんな部会か

らも出ていたようなネットワークですね。自然発生的なネットワークがいっぱいあり

まして、このネットワークを何とか組織といったらなんですけれども、何か核になる

ものをつかまえて、宮前区にあるネットワークを把握できないのかなと思っているん

ですね。例えば犬の散歩をするネットワークがあって、その犬の散歩をするネットワ

ークをうまく使うと言うと言い方は非常におかしいですけれども、その人たちが防犯

パトロールを兼ねるとか、あるいは何かの会議で一緒になった人たちがともに何かを

やるという、何かやっている、自然発生的にというかボランティア、それこそ自分の

趣味でやっているネットワークをうまく活用していくと、すばらしいコミュニティが

でき上がってくる。老人の訪問であろうがひとり暮らしの訪問であろうが、そういっ

た何となくやっているネットワークを活用していく。そのためには、そのネットワー

クを網羅しないといかぬのですけれども、結構皆さん自由にやっているので、それを

強制するわけにはいかないんだけれども、これは何か活用すると、ネットワークをま

たネットワークしていくといいコミュニティができ上がっていくんじゃないかと私は

思っています。 

小林委員長 ありがとうございました。川島さん、どうぞ。 

川島委員 今、長谷川委員がおっしゃったような―私は毎回のようにお話し申し上げて

いるんですけれども、まず、今までの議論といいますか、公開で議論しているという

だけで、具体性のあるものとして出てきているものは、こうすべきだというものはあ

っても、実行的なことをどのようにするかということができる形になって表せない。 

 要するに、毎回言いますが、今3つの部会があります。この方たちが自由に集えるオ

フィスとは言いませんけれども、ターミナル的なところがないと、はっきり申し上げ

て実行にはなかなか移れないですよ。やっぱりそういうところを区の方でも十分に考

えてもらって、私は区役所にすぐ近いところに事務所がありますから区の内部をしょ

っちゅう見ています。いろいろ方法を考れば、区役所の内部には十分にまだ空けられ

るスペースもある。そういうようなところに、そういう方たちが集う形ができて初め

て区民会議の具体性のある形で回していけるんではないかと。 
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 というのは、その例が区民祭です。区民祭を始めたときには、私達は本当にただ夢

中で何もわからずに、運動靴を履いて、その当時、20年数年前も昔ですから、自分た

ちが電柱へよじ登って、配線をしたりいろいろやって始めたものです。しかし、それ

がだんだんと回を重ねてくる中で、事務方というものが区役所にできて、その事務方

が今は地域振興課になって市民活動の面倒を見ていますけれど、そういう形のものが

できて初めて、ああいうふうに20数回やってこれています。今は、3・4回集まって会

合を開けば、区民祭が上手に運ばれるという形になってきている。 

 ですから、今回の区民会議で議題にあがってきた問題を具体的に進めていくには、

みなさんにはこれだけの熱い思いがあるんですから、まず、気軽に集える場所をやは

り作らなくてはだめです。まずこれがないと何もできないです。そういうことを再三

申し上げたいと思います。 

小林委員長 ありがとうございます。 

 それでは、一応このくらいで、時間の関係で打ち切っていきたいと思います。 

 各委員から出された意見を踏まえまして、引き続き部会で議論をしていただきまし

て、全体会に報告をしていただきたいというふうに思います。 

 先ほど確認させていただきましたが、高齢者福祉部会と子ども部会につきまして

は、補足の議論というものを区長に報告をさせていただきました。また、このことに

つきましては、企画部会を今月の28日ぐらいに予定しておりますので、そこで取りま

とめをいたしまして、正副委員長と部会長で区長に最新報告を提出したいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。よろしいでしょうか―じゃ、よろしいとい

うことでお願いいたします。 

 

(2)今後の区民会議（専門部会）の運営について 

小林委員長 次に、議事の今後の区民会議（専門部会）の運営についてでございます。 

 今回、区長への報告をさせていただきまして、当初選定した課題に対しての審議は

一応終了となりますので、企画部会の今後の運営について協議を行いました。その内

容についてご報告をさせていただきます。永野委員からお願いしたいと思います。 

永野副委員長 では、私の方から専門部会の運用について、企画部会で確認した事柄を報

告させていただきます。 

 高齢者福祉部会と子ども部会について、それぞれ当初の予定されていた審議課題に

対する解決策が審議を終えて、本日、議事の1で部会として区民会議へ報告がありまし

たとおりでございます。 

 区民会議の専門部会につきましては、運用解釈として全市で共通となっており、区

民会議から負託のあった課題を審議し、部会長が区民会議へ報告を完了することで部

会としての役割を終えることになっております。しかし、1月30日の企画部会で子ども

部会長さんから、当初予定していた課題に対する解決策は取りまとめたけれども、部

会で審議していく中で新たな課題が出てきた、その課題に対しても引き続き部会で審
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議していきたいという報告がありました。 

 この点について企画部会で議論しました結果、区民会議の運用解釈にのっとり、当

初予定していた課題を審議し、解決策を区民会議へ報告した時点で部会は終了するこ

とになるとの確認を行いました。これは、区民に対して公平性、透明性を確保するた

めにも、地域のさまざまな課題をみずから発見してその課題解決を審議していくとい

う区民会議の目的からしても、課題を限定して論議するのではなくて、広く審議課題

をとらえるべきであるということです。 

 今回の子ども部会のように、仮に部会の中で新たな課題などが出てきた場合には、

そのまま部会を継続するのではなくて、改めて審議課題として課題の整理をした中

で、区民会議の全体会の承認を得て審議対象としていくことになりました。したがっ

て、今回の子ども部会での新たな課題については、この後の議事3で改めて審議課題を

選定するかどうか、そういったことを議論していただきたいと思います。 

 その際に、新たに部会を立ち上げるに当たっては、部会で審議する課題をより明確

にしてから議論を始めるべきだとの意見が企画部会でありました。 

 以上のとおり、企画部会では、高齢者福祉部会と子ども部会については当初予定さ

れた審議を終えたため、今回の報告をもって部会を終了することといたしました。そ

れに対して、本日、委員の皆様方のご意見をお伺いした上で、区民会議としての確認

としたいと思います。 

小林委員長 私から、ちょっと補足をさせていただきます。 

 資料6をごらんいただきたいと思うんですが、宮前区区民会議の枠組みであります

が、いろいろ書いておりますが、審議課題を選定して、優先順位をつけて、専門部会

を設置―真ん中ですね。それで、検討して、審議結果の取りまとめをして、区長さん

に報告をしたと。今、ここのところまで来ているわけですね。 

 そして、私は区長さんに報告書をお渡しするときに、これからのことについて、い

ろいろ進捗状況、内容、あるいはその解決まで見届けたいというふうにお話しいたし

ましたが、その権限が、一応報告でこの企画部会は終わりと。そこのところの後の権

限がないということになると思います。 

 下に書いております進行管理・評価、そして課題解決、ここまでが一番最後の本当

の役割だと思うんですが、進行管理・評価というところが別の枠になっております。

このことについて、そういうことも含めまして、委員の方々にご意見をいただければ

と思いますが、ご発言をいただけませんでしょうか。 

 どうぞ。 

末澤委員 今回、最初に検討課題を挙げまして、それについて検討を進めてきて、報告の

段階まで来たんですけれども、正直言って、報告してその後どうなるんだろうという

ことを、報告したままで終わらせていいんだろうかという気持ちがあります。 

 できれば、右下の四角にあります進行管理・評価というのをどこが受けるのかとい

うことが、ちょっと私自身もはっきりしませんで、私は報告をした課題についていろ
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いろ考えて、こんな解決策があるんじゃないかということを報告したんですけれど

も、例えば私が委員として出しましたけれども、それが正当なものであるのかどうか

ということは、実際に課題解決を行っていく中でまた答えが出てくると思うんです。 

 それについて、方向性が違うのであれば、また直していく必要があるしという柔軟

な対応ができるように、もう一回フィードバックしてもらって、受けとめられるよう

な仕組みがあって、それにどうかかわれるのかというのがちょっとはっきりわからな

いので、できれば報告して、戻ってきたものを、1回専門部会としては終わったとして

も、それをどういう形で受けとめられるのか、その後またどう生かしていくのかとい

う仕組みがもうちょっとはっきりわかるとありがたいなというふうに思っておりま

す。 

小林委員長 どなたか。藤澤先生。 

藤澤委員 同じ意見を少し言わせていただきます。 

 どなたでも結構ですから、委員長さんでも、副委員長さんでも、企画関係の方で

も、私は今、資料6を見ております。真ん中に区民会議とございます。ここで決まった

ことは、または方向性は、区長に言う以外にアウトプット、出口はないんでしょう

か。まずその1点をどなたか答えていただきたいんです。 

小林委員長 ほかには。その1点だけでいいですか。 

藤澤委員 いえ、2点。もう1つ。我々はここに集まっていますけれども、ピラミッド構造

でしょうか、円卓を囲んでいるんでしょうか。その2点を教えていただきたい。 

小林委員長 原さん、よろしいですか。 

事務局（原） 資料6の枠組みというのは制度の枠組みを示して、区民会議条例等にのっ

とっていくと、区長、市長にということになっていますので、こういう絵を描かせて

いただいております。ただ、先ほど来、進行管理のことも含めてお答えさせていただ

きたいと思いますけれども、報告を受けて、この図でいきますと右側ですね。今回、

高齢者福祉部会で5個、子ども部会で9つの提案を受けさせていただいています。 

 それについて、先ほど区長の冒頭のあいさつの中でも、今、関係部署がどうするか

検討しているというお話をさせていただきましたが、そうした中で、基本的にこの5つ

の取り組みの例示が1つされているわけですけれども、特に区民の自主的な取り組みに

よる解決、その辺をどういうふうに行政側が仕掛けられるかというような問題もある

のだと思うんです。 

 例えば、高齢者部会の提案1でされていますご近所サークル、これはまさしく区民の

自発的な地域の活動で高齢者の見守りをしている。ただ、今、野川を中心に活動され

て行われているわけですが、それを宮前区全体の中で自発的な活動をどう生み出して

いくかというのを、多分これは待っていてもなかなか生まれてこない。とはいえ、行

政がどういう仕掛けをかけるかという問題もあって、例えばこういうものを区民会議

にどうフィードバックさせるかは非常に難しいんですね。 

 例えば、子ども部会の中にある子育て支援センターの拡充、これは今、月曜日から
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金曜日までやっています。父親の育児参加を求めるという意味で土曜日の開設という

ふうなご提案をいただいています。これはある意味では行政のサイドである程度考え

て、開こうみたいなことができるんですね。これはそういうふうに行政側が決めてや

っていく。ただ、本当に行政職員が全部やるのか。先ほど来出ております、地域で子

育てをサポートする方々も一緒になってやっていくのか。 

 そういうことはありますけれども、そういうものはこの区民会議で進行管理なり評

価としてご報告できるというふうに思っているんです。そうした意味では、今、1月19

日にご提案をいただきまして、制度の枠組みとしては、進行管理・評価は区民会議に

きちっとお出ししたいと思っていますが、今委員も申しましたように、区民みずから

の取り組みのところをどうやってこの区民会議に行政側としてフィードバックできる

かということは、またちょっと詰めさせていただきたいと思っています。 

 ですから、実際にこの取り組みをどう考えるか、またどういうふうに進んでいる

か、結果どうなったかということは区民会議にきちっとフィードバックさせていただ

きたいと思っていますので、そうした中で区民会議の委員の皆様のご意見なりをいた

だきたいと思っています。 

 それと、このアウトプットが区長にしかないと言われればそうなんですけれども、

私どもがこの区民会議、区民の自主的な取り組み―先ほど来いろいろ担い手の問題が

出ております。報告書の中にも、地域のボランティアですとか、先ほどのお話の中に

民生委員さんなどのお話が出ています。そうした意味では、区民会議の委員さんだけ

ということではありませんが、それぞれが8つの分野の中でそれぞれの団体の推薦を受

けてこられている。ある意味では、いろんな意味の活動をされている団体をしょって

出てきていただいているということもございまして、私ども、この絵にはありません

が、区民会議の委員さん一人一人が自分の活動フィールドに対して、自分たちもこの

部分を担っていこうというような発信をしていっていただければというふうに思って

おります。そうした意味では、図上では区長に報告すると、これは行政の方でつくら

せていただいておりますので、条例とか規則とか、そういう仕組みを絵柄にしており

ますので、アウトプット上はこういうふうになっております。 

 それと、もう1点、ピラミッド状か円卓かということですけれども、決してピラミッ

ドだとは思っておりませんので、円卓ということで皆様の濶達なご意見をいただきな

がら、皆さんの合意形成、それはまた区民会議の合意形成が宮前区民全体にどう地域

で合意形成していくかという仕掛けを、これは行政もそうですし、区民会議の委員の

皆様もそういうことを地域に働きかけていただければというふうに思っています。 

藤澤委員 ありがとうございます。 

 私、ちょっと端的に、私のきょうの時点（あしたは変わるかもしれませんけれど

も）私の発想をちょっと申し上げさせてください。 

 私は、この会は、大家さんは川崎市、宮前区の分家の軒先を借りた雨宿りの場所だ

と、きょう現在、今は思っております。したがいまして、たまたま一緒になった皆さ
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んと情報交換をする場と思っております。そのうわさ話を大家さん、宮前区が聞いて

くださればありがたい。また、市の職員が聞いてくだされば更にありがたい。我々雨

宿りした者が伝えたい部分があれば区長にしっかり伝えるだけでなくして、各自治会

または向こう三軒両隣の自治会というのか、地元へ帰って、ここで出た話題を活用し

ていただくというふうに、雨宿りの場所というふうに、私はきょう現在は位置づけて

おります。間違っていたら首にするなり、ご意見を賜りたいと思います。 

 今、末澤さんが指摘された進行管理・評価という部分が、今のところちょっと理解

しがたい。ここからも出口があってよいのではないかというふうに、もっとインター

フェース（接続箇所）というのか、リラックスして、区長さんだってこんなにいっぱ

い言われて、それがすべて実行、実施、提言、評価、賛否を得られるとは限らないと

思います。区長さんにすべてを投げかけるのでは、何人かが懸念していらっしゃるよ

うに、我々のこの会議は徒労に終わる部分が多々出るだろう、そう思っております。 

ですから、この機構では、まだ十分にとは思えないでいる次第でございます。 

 ここで一たん部会が閉められるということですので、たって希望を申し上げます

と、高齢者福祉部会は、“センター”という言葉をちょっと使われたんですね。先の

審議の中でやらなければいけないと思いますけれども、委員長としてまたは個人とし

てでも括弧付きでコメントでも、どうあるべきなのか、具体的に私はこう思うとか、

大きさとかシステムとか、何かプラスアルファを考えていたら、その報告書の中に盛

ってほしい、そういうふうに感じました。 

 明日のコミュニティ部会にも希望はございますけれども、子ども部会は定義をして

ほしい。子ども、子どもと言っていながら、妊娠した折からか、0歳から3歳までなの

か、0歳から小学校に上がるまでか、はっきり定義して、じゃ、それ以外は別の部会を

立てて委ねるとか、定義をしっかりしていただきたい、そう思います。 

 以上でございます。長くなって済みませんでした。 

小林委員長 それでは、区長さんから。 

区長 今の委員のご発言にちょっと関連して申し上げたいんですけれども、冒頭の大家さ

ん、雨宿りという比喩はちょっと私には理解しがたいところがあるんですが、改めて

やっぱり確認をさせていただきたいのは、この区民会議というのは、宮前区の課題を

区民の皆さんが自分たちで議論されて、課題を出して、優先順位を決めて、課題の解

決策を区民の皆さんが議論して、そしてその解決についてを行政と一緒になって担っ

て解決していく、そういう会議でございまして、行政はあくまでも事務局でございま

すので。 

 ピラミッドがどうとかという話が出ましたが、皆さん方20人の委員が主役の区民会

議でございまして、その中で課題を見つけて、課題を解決していく具体策を議論して

いただく。くどいですが、その解決のために、ここに書いてございますように、この

テーマは区民自身で解決できる課題か、あるいは行政がやるべき課題か、一緒になっ

てやるべき課題か、あるいは区役所だけではできないので本庁の事業局と共同してや
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るか、そういうふうにして解決していく課題であって、皆さん方が主役でございます

ので、そこはぜひお間違えのないように。 

藤澤委員 それはありがたいことでございます。それはすばらしい発想だと思います。 

区長 いや、発想ではなくて、条例そのものがそうなっているんです。 

藤澤委員 では、市役所の職員はどういう位置づけでございますか。 

区長 市役所の職員といいますと。 

藤澤委員 宮前区の……。 

区長 この区長に報告というのは、区長というのは330人の宮前区役所の区長ということ

で、区役所全体としてこの課題を受けて、解決策を考えて、皆さんと相談をして、一

緒になって区の課題を解決していく。そういう意味でございますから、組織上、区長

と書いてありますが、これは区役所全体で受けるということです。そこはお間違えの

ないようにお願いします。 

小林委員長 それでは、松井さん、どうぞ。 

松井委員 僕は、区長に報告、これはいいんですけれども、下に課題解決に向けた取組と

いうことで5つ出ていますね。 

 この中で、国・県など他の行政主体等により解決、これはいいですね。 

 条例・規制等ルールの整備により解決、関係局区の調整により市として解決、これ

は我々がなかなか手の届かないところで解決に向けて検討してもらうというのは大変

いいと思います。 

 あと、区民と区役所が協働で解決ということですね。この執行ということについ

て、今まで皆さんと調査審議して、提案して、それを執行するに当たっては、区役所

で受けながら、区民と協働で解決ということですよね。 

区長 そうです。 

松井委員 この協働というところが非常に僕は大事で、これをどうしていくかということ

がポイントだと思うんです。ただ、協働するために、やはり1つの仕方というか、持っ

ていき方があると思うんです。だから、この区民会議の方は今回のことの共通認識は

持てているんですけれども、一般の市民の方が共通認識を持ってもらうのはかなり大

変なこと。 

 今は自治会長さんが来ているから、自治会長さんが旗を振って、自治会・連合会で

全部これを理解してもらうようにしてくださいよといっても、それはそう簡単にはで

きないと思うし、商店会しかりだと思うんです。 

 だから、多くの市民にこのことについてできるだけ理解してもらって、これは皆さ

んで優先順位もつけながら、市民それぞれの分野の代表が出て、調査審議しました、

こういうやり方でいかがでしょうかとやったんですけれども、皆さんこういう問題に

ついてぜひ一緒に取り組みましょうよということを機運として出していかなければい

けないと思うんです。 

 それには、多少の広場とか勉強会とか、そういうのを行政側でサポートして、主体
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性はもちろん市民が、区長のおっしゃるように、持ちながらやりたいですが、執行す

る責任者とか執行していく組織、これはやはりよく考えていかないと、だれがやって

くれるんだろうといっても、なかなかできないと思います。 

 そういう中で、僕は先ほどちょっと言ったんですが、まちづくり協議会なんかも1つ

の受け皿として協力できるように、この区民会議から要請したらいかがかなと。それ

は1つですけれども。 

小林委員長 ありがとうございます。 

 時間がたってしまって。では、短くやってください。 

三谷委員 この枠組みの問題点を若干議論したんじゃないかと思うんですが、どちらかと

いうと、これはワンウェイになっているということで一部の意見が出たんじゃないか

と思うんです。常にツーウェイでいなきゃならんだろう。 

 私は実は企業という立場におりますと、マネジメントサイクルという言葉があるん

です。ご案内のとおり、プラン・ドゥー・チェック、計画し、実行し、それから評価

し、またフィードバックしてプランに戻る。常にマネジメントサイクルがあるからこ

そ企業経営が成り立つわけであって、区の場合は1年単位の予算の管理ということから

いうと、どうしてもそういうようなサイクルが若干見えない部分があるので、若干運

営で混乱したんじゃないかと思います。 

 ぜひ、私は計画というのはローリングであるべきであろうと。ローリングプランで

やらないと、一方通行形で、ここで終わってしまうということで、何か若干寂しさが

あったんじゃないかと思うので、そういうことをこの枠組みの中に入れ込んでいただ

ければこのことは解決するんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。 

渡辺委員 ちょっと一言いいですか。 

小林委員長 はい。渡辺さん。 

渡辺委員 この枠組みの書かれている内容を生かしてこれから運営していくということを

ちょっと考えてみたんですけれども、進行管理・評価、ここで常に行ったり来たりす

るということでございます。これは区民会議全体で受けるということになっていま

す。それで、今、私を除いて、専門部会の皆さんというのは本当にプロの方の塊の皆

さんが集まっていらっしゃるので、この方たちの力をかりないと、なかなか問題解

決、課題解決に至らないんじゃないかと思います。 

 今の段階は、小林委員長のお話によれば薬を処方したところで、この薬を正しく飲

んでいただかなきゃいけない。あるいは飲まない人もいるかもしれないけれども、そ

れを正しく飲んでいただけるかどうかのチェック、飲ませ方を含めて、それは絶対必

要だと思うんです。それはやっぱりプロの手をかりなきゃいけないと思う。 

 そうすると、この表でいいますと、進行管理は区民会議ですけれども、企画部会の

中に、区民会議で委任を受けた事項というのがここに入っております。この区民会議

で進行管理・評価を企画部会の方で考えてくれと。そうすると、企画部会の方として

は、専門部会で考えなさいという形で専門部会に入っていただくということができる
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んじゃないかと思うんです。 

 あくまでも審議だけということですけれども、審議だけで終わってしまうのは、今

ちょっとおっしゃられたように寂しいということも含めて、やはり本当に課題解決ま

で至れるのかどうかという不安もあるのが現実でございます。 

小林委員長 ありがとうございました。 

 亀ヶ谷さん、じゃ、最後にお願いいたします。 

亀ヶ谷委員 同じような意見になってしまって、繰り返しになるんですが、自分にとって

は大変荷が重くてつらい区民会議も半分過ぎまして、あと1年我慢すればいいかなと思

っているわけでございます。でも、2年間のサイクルというわけなので、この課題の中

で、短期間で、自分たちの期間の中だけで解決できる問題もあれば、その次の区民会

議の方々にバトンタッチしていくという課題もあると思うんです。 

 そういうことから考えますと、進行管理でどういうふうになっているんだというこ

とは、別組織としてやはりチェックするものをこの区民会議の中で1つ設けて、それを

見守っていって、次の方々にそれを伝えていく、そういう組織づくりというのが必要

あるんじゃないかなとは思っております。 

藤澤委員 ちょっとすみません、同じ意見ですけれども。 

小林委員長 では、藤澤先生、一言で。 

藤澤委員 はい。この進行管理・評価という部分でございます。これをこの枠の外に出せ

ないかという提案でございますが、要するに、これは私は“がん”だと思っていま

す。どうして人間の体にがんが取りつくんだろうか。死ぬってわかっているのにもか

かわらず、がんが取りつく。なぜだろう。ずうっと悩んでまいりました。最近、答え

が見つかりました。一緒に死のう。次の世代に、灰になって吸ってもらおう。がんの

思想というのはそういうふうに考えて（共生の思想）、たどり着きました。どうして

主を、大家を食いつぶして殺してしまうんだろう。ずっと悩んでまいりました。 

 私がこの進行管理というのを―きょうですよ。あしたはまた変わるかもしれません

―外に出して、この枠に区民会議という大枠がございますので、外にくっつけてやっ

て（区民会議と区民の間）、どんどん評価していただきたい。勝手な希望でごめんな

さい。失礼します。 

小林委員長 そうですね、もう大体―違う意見ですか。 

浅野委員 違う意見です。 

 大変生意気な言い方になるかもしれないですが、区民会議として招集されたときか

ら皆さんご存じだと思うんですね。これは執行機関ではありません。そういうこと

で、制度がこういうふうに書かれていることを書き直すというのは、区民会議のそも

そも議論しろという話になって、ここですることではないと思いますので、どうぞそ

こら辺を十分にご理解いただいて、今後もよろしくお願いいたします。 

小林委員長 いろいろ意見が出ましたが、委員の気持ちとしては、やっぱりどうしても見

届けないといけないというふうに思いますので（「当然です」の声あり）、その辺の
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ところをどういう仕組みをつくっていったらいいでしょうか。 

 では、原さん。 

事務局（原） そういう意味では、先ほどご説明しましたように、そこをどうするかとい

うのは本当に正直課題だと思っています。行政がかかわるものについてはきちっとご

報告できるんですけれども、そうじゃない部分をどうやってそこへフィードバックさ

せるかというところが非常に悩んでいまして、先ほど、ここの議題では、1つには区民

会議の運用解釈というお話が永野委員からありましたけれども、それによって子ども

部会と高齢者福祉部会を1回閉じるという課題と、もう1つ、その中の発言で進行管理

をどうするかというお話が出てきたと思います。 

 できれば進行管理については、28日に企画部会がありますので、今のご意見を踏ま

えながら、そこに少し私どもの方の考え方をお示しして、ご議論いただいて、次の区

民会議なりで進行管理のやり方をご議論いただく。それと、専門部会を、調査審議が

終わったことによって、その役割を終えるという運用解釈で動いていますので、そこ

の部分をどうするかというのはちょっと切り離していただければというふうに思いま

す。 

小林委員長 その切り離しはできていると思うんですが。どうでしょうか。企画部会で、

企画はこれから19年度もいろいろどういう方向でいった方がいいかとか、そういうこ

とを検討するわけですから、そこのところで、渡辺さんがおっしゃったような意見で

進行管理、評価までやれるのかどうか、これは別としまして、そこで見守りたいとい

うふうに渡辺さんはおっしゃいましたけれども、そういう意見ではどうなんでしょう

か。問題点はありますか。区長さん、いかがでしょうか。 

区長 そうですね。この進行管理というのは、つまり課題解決についても委員の皆さんが

それぞれの分野の地域活動をなさってきた代表として出ていただいているので、皆さ

ん方のお知恵と力をかりないことには、この課題解決は実際問題として無理ですよ。

皆さん方を除いて、だれに協働の関係をつくるかということになりますと大変困難で

す。皆さん方は、それぞれの活動分野の代表として出ていただいて、5年、10年、15年

のキャリアをお持ちで宮前区の中でなさってきた。それを土台にして議論していただ

いて、このような課題解決策が出てきたわけですから、その課題解決策の実行に関し

ましても、皆さん方のお力とお知恵を十分おかりして、それで一緒にやっていくとい

うことです。それをやりながら、みずから区民会議の中でその進行をチェックした

り、評価をしながら、さらにまたよりよい解決策を実現していく。そういう流れで私

たちはイメージをしているんです。ぜひよろしくお願いいたします。 

小林委員長 同じようなことだと思うんですが、報告だけで終わりではないというふうに

皆さん考えておると。 

区長 そのとおりです。おっしゃるとおりです。 

小林委員長 どういうふうに考えるかということを、それではこの次の企画のところで討

議するということでお任せいただけますでしょうか。企画部会で討論させていただき
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ます。 

 大分時間をとってしまって、どうもすみませんでした。 

 

(3)新たな審議課題の選定について 

小林委員長 次に、新たな審議課題の選定についてでございます。 

 高齢者福祉部会、子ども部会の終了ということになりましたけれども、この19年度

に新たな課題というものを設定していかなきゃいけないというふうに思います。子ど

も部会も積み残しがある。高齢者の方でも恐らく積み残しがあるのではないかと思う

んですが、事務局の方から、まず説明をしていただけますでしょうか。 

事務局（原） それでは、資料7でございますが、当初この区民会議立ち上げのときにさ

まざまな形で区が把握している、当然区民会議の委員の皆様からも課題をいただきま

したけれども、トータル146の課題を78の分野に分類し、その後、第1回の区民会議で

課題の選定で高齢者福祉と子育てと地域防災ということで挙げさせていただいて、高

齢者と子どもについては部会に基づいて議論をして、本日最終報告をいただいたこと

で部会は終了する。地域防災については全体会でご議論をしていくということで、先

ほどの冒頭にもお話がありましたが、今、地域防災計画を3月末目途に策定しておりま

すので、次回の区民会議でということでございます。 

 そうした中で、この図の左側から見ていただきますと、3－21、3－32、3－31という

網のかかった3つが今回子ども部会で議論をしてきた課題という形になります。そし

て、真ん中に、白抜きですけれども、4－51、7－22、7－21、6－21、7－23、これが

今、明日のコミュニティ部会で議論をしている課題に位置づけられています。そし

て、そのすぐ右ですけれども、2－21、元気な高齢者とちょっと下の2－13、これが高

齢者部会の課題として議論されてきたと。図の左、真ん中に1－42と1－41という地域

防災が、今、全体会で議論している課題ということになっております。 

 先ほど企画部会の永野委員からご報告もございましたが、子ども部会の中で議論を

していく中で、新たな課題ということで位置づけられたものが、左の上で3ハイフンで

とまっている2つです。児童虐待の防止、働いている母親・働きたい母親に対する子育

て支援、これが新たな課題ということで、子ども部会から議論の中で出てきた課題と

して、本日ここにお示しをさせていただいています。 

 この146をベースでいっていいかという議論もひとつはあるのかと思いますけれど

も、今、これで高齢者、子どもが終わって、地域防災が全体会、明日のコミュニティ

部会で議論していく。今後、新たな課題の選定そのものをどうするかということも含

めまして、皆様にご議論いただきたいというふうに思います。 

 説明は以上でございます。 

小林委員長 ありがとうございました。 

 何かご意見がございましたら。―目代さん。 

目代委員 子ども部会という、この名前なんですけれども、先ほどご意見がありましたと
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おり、子どもというのは未就学児から、0歳から3歳児、4歳児、また幼稚園児、小学

生、中学生、高校生までたくさんある幅広い分野です。ですので、ぜひ、子どもとい

う全般を取り上げやすいので、もっと細かな名前の部会を、誤解を招かないような部

会の名称とかを提案したいと思っております。 

 もう1つは、この関連したこの図なんですけれども、これは本当にまとめたものです

ので、最初に渡された細かな146の一つ一つ出た提案をもう一度確認し合いながら行っ

ていくといいと思います。 

小林委員長 具体的に新しい課題というものは何かありますか。 

松本委員 今、目代さんがおっしゃったとおり、子どもは0歳から18歳と幅広く、子育

て支援というのは本当に最近始まったばかりで、何をどうすればいいという解決方法

はまだよくわからないというのもあります。それで、今回、場づくりや担い手といっ

たことの提言はしたんですけれども、やはり抜けていることもあります。本当に子育

て支援というのは、人によってさまざまですし、置かれている状況によってさまざま

で、今の提言だけだと、どうも不十分のような気がします。 

 特に、フォーラムなどをしても必ず出てくるのは待機児童の問題です。宮前区は家

で子育てしている方が多いとはいいますけれども、待機児童も多いし、働いている

人、働きたいという人に対しても支援がとても少ないと思います。ただ単に保育園を

ふやせばいいという問題ではなく、地域で解決できることもあると思うので、そうい

った積み残し課題があるというのはとても心残りで、次年度の課題としたらいいなと

思っています。 

小林委員長 ここに働いている母親・働きたい母親に対する子育て支援と。名前はともか

くとして、こういうことについて課題としての取り上げをしてほしい、そういうこと

ですね。 

松本委員 はい。 

小林委員長 ほかに具体的なものは何かございますか。高齢者の方は、これでもう終わり

ですか。いいんですか。成年後見人とかそういう、このきょうのあれは要らないです

か。そういう部会は必要ないですか。団塊の世代の有効活用とか、そういうことにつ

いては要らないですか。 

鈴木（恵）委員 団塊の世代の有効活用ですとか、場づくりですとか、さっきの団地の問

題ですとかというのは、また明日のコミュニティ部会の方で十分話し合う機会も持て

るかなと思っているので、そちらに期待したいと思います。 

小林委員長 髙木さん、何かありますか。どうですか。いいですか。 

末澤委員 よろしいですか。 

小林委員長 どうぞ。 

末澤委員 子ども部会で提案した中で、子育て世代の調査というものを提言として、解決

策としても出しているんですけれども、その調査をしたことによって、また新たなニ

ーズとか課題というのが出てくると思うんです。それもまた、できれば受けとめて、
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新たな課題として追加して、いつでも受けとめられるというのは言い方が悪いんです

けれども、新たなニーズの掘り起こしがあると思いますので、そういったものもまた

新たに受けとめて、課題としてまた解決策を考えていけるような流れがあればいいか

と思います。 

小林委員長 ありがとうございます。―はい。 

三谷委員 いろいろ議論されておりましたけれども、団塊の世代ということが非常に現代

的なキーワードになっておりますので、シニアというふうにとらえていいのかどうか

わかりませんけれども、シニア開発というふうな表現が、彼らをいかにして我々が迎

えて有効活用するかということの部会も立ち上げるとよろしいんじゃないかなと。そ

れは高齢者部会その他にもかなり影響はするのではないかと思っていますので、よろ

しくご配慮ください。 

小林委員長 新しい課題につきまして幾つかありましたが、きょうその課題について19年

度から取り上げるというふうに決めなければいけないことですか。よろしいですか。 

区長 それはまた。 

小林委員長 またということでよろしいですか。課題が幾つか挙がりましたので、そのこ

とについて引き続き検討していくということでよろしいでしょうか。 

永野副委員長 先日の企画部会でも出たんですが、ここの140幾つの課題が出ているわけ

ですね。ただ、この言葉一つ一つが取り上げる課題としての文章になっていないんで

すね。いろんなレベル差があったりします。ただ、一つ一つを見詰め続けていくと、

いろんな課題がいっぱい見えてきそうな感じがするので、ここに出ている文章をもう

少し自分たち自身で入れかえて考えると、いっぱい出てくるかなというふうに思いま

す。 

 それと、明日のコミュニティ部会が非常にうまく整理されているので、考えるべき

ことがたくさん出てきています。あの中から、明日のコミュニティ部会だけじゃなく

て、新たな部会をつくってやるべきこともあるんじゃないかなというふうに思いま

す。 

 それと、もう1つ、防災の面、今、地域防災計画が出てくるというので、その結果を

見てからでもいいんですが、これもやっぱりちょっと専門部会でやりたいなというふ

うに個人的には思っています。 

小林委員長 宇賀神さん、どうぞ。 

宇賀神委員 今、永野副委員長からも出ましたけれども、ちょっと防災について全体で議

論しようと言いながら、1年間余り議論していないんじゃないかというふうに思うんで

す。防災というのは、いろいろ皆さんアンケートをとった中でも、非常にレベルの高

いような話の中でいたと思うんですけれども、そんな中で、やはり区民会議で議論し

ようというと、専門部会か何かをつくらないと、なかなか議論できていかないんじゃ

ないかなということを感じております。 

 恐らくこのままでいきますと、今度の全体会で区の防災計画が示されて、これにつ



 - 29 -

いて意見が出て、それで終わりというふうなところで終わってしまっては、本当に区

民会議で防災について議論したといううちに入っていかないと私は思いますので、そ

の辺ご配慮をお願いしたいと思います。 

小林委員長 3月末に地域防災計画を策定するということですので、19年度の第1回目に区

民会議で防災について審議することに、主たる議題はそれになるというふうに思いま

す。そのときに、防災でも非常に多いものですから、永野委員がおっしゃったよう

に、防災でも幾つか分けて、そして徹底討論した方がいいのではないかというふうに

私個人的には思っているんですが、そのような議論がこの次の19年度の第1回目に行わ

れれば幸いかなというふうに思います。いかがでしょうか。 

 長谷川さん、どうぞ。 

長谷川委員 防災も、やっぱり自分でやるのと地域でやるのと、それから最後に公でやる

のと、3つ防災というものがあるものですから、ネットワークとか、そのコミュニティ

とか、そこまではやっぱりやった方がいいと思います。公で出てくるというのは基本

計画が出てくるかもしれないけれども、実際に活動するのは自分と、それから地域な

ものですから、ここのところはやっぱり明日のコミュニティ部会でやるのか、一緒に

やるのか、この辺のところは非常に大事な話だと思うんです。公で幾ら決めても、実

際にやるのは自分か近所なので、そこのところは今のお話で非常にいいと思います。 

小林委員長 19年度に間に合うように準備をできるだけしていっていただければというふ

うに思います。本来は十分に意見を聞きまして、19年度の課題というものを掘り出し

て、そして皆さんから決定していただいて、19年度第1回目からすぐその課題に取り組

むというふうにしていきたいんですが、ちょっと時間もないということもありまし

て、新しい課題についてはこのくらいにしておきたいと思います。 

 それから、その次は委員もそのときに決めなきゃいけない。課題が決まっていない

以上は委員も決められないと思いますが、そういうことでよろしいですか。―よろし

いですね。 

松井委員 すみません。 

小林委員長 どうぞ。 

松井委員 新しい課題の抽出の仕方というのはどういうふうなことで進めるんでしょう

か。19年度は第1回目がこの先にあるわけですけれども、そのつなぎというか。 

小林委員長 それはこの次の今後の区民会議スケジュール等についてのところで議論して

いただきたいと思います。 

 

(4)今後の区民会議スケジュール等について 

小林委員長 それでは、今後の区民会議スケジュール等についてということで、ちょっと

ご説明いただければと思います。 

事務局（原） それでは、私の方からご説明をさせていただきますが、資料8になりま

す。 
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 区民会議は平成18年度が初年度ということで、7月20日からの第1回を皮切りに、本

日まで第4回の区民会議を開催させていただきました。今後は、基本的に私どもの考え

方は、1つには、やっぱり区民会議で出された課題、提案等を私ども行政がいろいろ事

業執行していくためには、どうしてもお金との絡みがございますので、ある意味では

そういう流れに少し合わせてご議論をしていくスケジュールを組んでいきたいという

ことで、平成19年度第1回を5月の下旬、そして第2回を8月ごろに、第3回を10月の下旬

から11月の上旬―大体11月の上旬ぐらいになるのかなと思うんですが―にかけて議

論をしていただいて、第4回を本日、大体このような時期にと。 

 そうしますと、本日、皆様新聞等で見ておられるかと思いますが、きのう平成19年

度予算が発表されているということになりますので、そうした行政の取り組みがどう

事業化されているかという、なかなか新聞紙上だけではわかりませんが、そういうも

のは結果として見えてくるという中で、8月というのは地域の課題を、例えば区だけで

は解決できない、本庁と調整をしなければいけないようなものはこの時期に私ども、

本庁と調整をしながら予算要求につなげたりという形で動いておりますので、基本的

には今後こういうスケジュールで行っていきたいと思っています。 

 それと、下に地域協働のまちづくりシステムということで、昨年の区民会議で146の

課題の中にも事業提案制度という形で、こういう課題をこういうふうにしたら解決で

きるよという、だれでも提案できる制度を運用してきたわけですけれども、今年度

も、今、2月1日から募集しております。その募集というのが、このブルーのパンフレ

ットを本日お手元に置かせていただいています。 

 これに加え、今後は、その提案された事業の中から、やはり課題解決につながる事

業提案については、今度はそれを具現化するということで、課題解決の実行をしてい

ただく方々を募集するというような仕組みをつくりました。事業委託制度ということ

で、提案された課題解決手法について、解決できる主体がみずからこういう手法でや

ればできるということを、実はブルーのチラシの中にフロー図を入れてあるんですけ

れども、公開プレゼンによる審査を経て、その事業の解決主体を決める。そこに対し

て事業をお願いして事業実施をしていただいて、その結果を外部評価という形で評価

していきたい。この繰り返しをしていきたいと思っています。 

 そして、今、このフローの中で、事業提案制度で募集して、審査委員会を経由して

採択されたもの、採択されないものについては区民会議における地域の課題という形

で把握したいと思っていますし、区民会議の議論の中で、いや、これはもうどこかへ

事業委託した方がいいよというようなことがあれば、それはまた事業委託の方に戻し

たいというふうに考えております。 

 こうしたものとも連携をしていきたいということで、市のいろんな予算等のスケジ

ュールを踏まえまして、こういう日程でいきたい。 

 先ほど松井委員の方から、今後の地域課題の把握ということがございましたが、1つ

には、前回の146のベースは残っています。それで解決されたものは落とせばいいわけ
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ですけれども、それはベースとしてあるということと、現在、事業提案制度の募集を

またしておりますので、その中で出たもの、それと、また逆に言うと、皆様にそうい

うものがあるかどうか少しお聞きをして、提出していただくような手法、またこの1年

間の中で区が新たに課題になったようなものをつけ加えて、先ほどこの関連づけでは

大きくてわからない、146のベースでもう一回戻った方がというご意見もありましたの

で、28日の企画部会までにそこを全部できるとはちょっと思いませんが、そういう形

でやらせていただければというふうに思います。 

小林委員長 何かご意見がございましたら。 

 審査委員会のメンバーなんかもここに一応書いてありますが、これはちょっと時間

があれですから、特別意見がなければ一応これは案として、このような計画でいくと

いうことでよろしいでしょうか。どうですか。 

（「異議なし」の声あり） 

小林委員長 よろしいですか。では、そのようにさせていただきます。 

 今年度は7月からということで、なかなか19年度にすぐ反映できなかった面があるか

もしれませんが、こういう計画ができれば、割と余裕を持って次年度に計画が反映で

きやすいのかなというふうに思います。 

 

4 その他 

(1)平成19年度宮前区協働推進事業等の概要について 

小林委員長 それでは、次にその他の平成19年度宮前区協働推進事業等の概要についてご

説明をお願いします。 

事務局（原） それでは引き続き私の方から、資料9でございますけれども、第2回の区民

会議のときに平成19年度の協働推進事業ということで資料をお出しさせていただきま

した。それが今回、昨日発表された平成19年度予算案ということになりますけれど

も、その中での形で、そのときにお示しした事業に対して、各事業、例えば一番上で

見ていただきますとまちづくり推進事業ということで、説明書きは基本的にはちょっ

と簡略化をさせていただきましたが、19年度予算額、網かけがかかっていますが、759

万2000円というふうに入れております。その後ろに括弧書きで638万2000円というもの

は、18年度当初予算の金額を記入させていただいています。 

 そういう意味では、両方入っているものは昨年との対比ができる。例えば1の(3)の

区政25周年浄水場通り壁画作成事業については、二重丸ですので新規事業ということ

で18年度当初予算額がない。それと、(4)のカッパーク鷺沼地域交流・活性化促進事業

については、19年度218万5000円、18年度が50万円ということで、これについては拡

充。ただ、拡充については、予算の金額がふえるから拡充ということではございませ

んので、内容も含めて拡充のしるしをつけておりますので、そういう形で見ていただ

ければと思います。 

 1個ずつは第2回のときにご説明をさせていただいていますので、金額を見ていただ
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いて、また何かあればお問い合わせをいただければと思います。 

 この資料の最終ページ、4ページを見ていただきたいんですが、区の課題解決に向け

た取組ということで4つございます。これにつきまして、交通不便地域の解消・交通環

境整備事業ということで、昨年、野川南台地区におけるコミュニティバスの試行運行

等を実施しました。来年度も、今年度1カ月やりましたが、半年程度の試行運行を行っ

ていきたいということで、区の課題解決に向けた事業として予算が編成されておりま

す。 

 そして、地域ポータルサイト等の整備ということで、昨年7月に市のモデル事業とし

て宮前区に地域ポータルサイトの立ち上げをしました。19年度については、市といた

しましても地域ポータルサイトを立ち上げていくということで、予算額については

1567万7000円とありますが、宮前区のポータルサイトの予算額については300万円で

す。全体の予算なので宮前区だけを抜き出して表記はしておりません。 

 そして、鷺沼駅周辺まちづくり調査事業ということで、鷺沼駅前の駅広の問題、非

常に狭いということもございまして、あそこを何とかしていかなければならないだろ

うということで、そうした土地利用ですとか、交通適正化の調査をしていきたいとい

うことで、これはまちづくり局と共同しながらやっていくということで調査事業費の

300万円が予算措置されています。 

 最後の地域の安全・安心まちづくり環境整備事業、これは協働推進事業の方にも安

全・安心の話はございますけれども、昨年9月に起きました梶ヶ谷トンネルの殺人事件

を踏まえて、あそこのトンネルだけではなくて、東名高架下のトンネルも含めた環境

改善整備事業ということで、その費用が937万7000円ということで措置がされていま

す。これが、先ほどスケジュールのところでご説明しましたけれども、夏ごろに本庁

事業局等と、こういう課題についてどうしようかというような議論を踏まえながら予

算につなげていく結果として、これが予算化されているということでございます。 

 私の方からの説明は以上でございます。 

 あと、お手元には、本日、委員の皆様には平成19年度の予算案ということで冊子を

お配りしております。これが川崎市の平成19年度の予算の概要です。新聞紙上で見て

いただいていると思いますけれども、一般会計で1.2％増、2年連続で増だということ

で、あと、地域での魅力と価値と活力の好循環が生まれるという意味を込めた、かわ

さきグッドサイクル予算というネーミングがされておりますが、かなりいろいろ、宮

前区のこともこの中には書かれています。 

 一例を申し上げますと、宮前消防署に高度救助隊が設置される。臨港署には特別救

助隊ですかね。宮前署に救助隊ができるですとか、市内4つ目の療育センターが設置さ

れますと書かれています。ここには場所が書いていませんけれども、向丘診療所跡地

が予定されています。そして、宮前区のことも読んでいくとわかりますので、ちょっ

と読むにはボリュームがあるかもしれませんが、ひとつ参考にしていただければと思

います。 
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 私の方からは以上でございます。 

小林委員長 何かご質問、ご意見がありましたら。―よろしいでしょうか。 

 

(2)（仮称）区民会議フォーラムの開催について 

小林委員長 それでは、最後に（仮称）区民会議フォーラムの開催について、私の方から

ご提案をさせていただければと思います。 

 きょうで今年度の区民会議の全体会が終了するわけでございますが、今回の区長へ

の報告を踏まえた上で、本年度実施となった区民会議の1年間を総括する意味と、宮前

区区民会議としての区民会議をさらに区民の皆さんに知ってもらうために、フォーラ

ムという形か、報告会とかそういう形がいいのかよくわかりませんが、そうしたもの

をやらないと区民会議が浮いてしまうということが非常に危惧されますので、先ほど

松井さんもちょっとおっしゃっておりましたけれども、何らかのそういうフォーラム

みたいなものをやりたいというふうに思っております。皆さん、どうでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

（「賛成」の声あり） 

小林委員長 ありがとうございます。 

 詳細については、企画部会と事務局で調整をさせていただくということで、大体3月

の下旬ぐらいにできればやりたいというふうに思っておりますので、またその際は皆

様にご協力をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

小林委員長 どうもありがとうございました。 

 予定の時間から大分過ぎました。次回の19年度の区民会議は5月の下旬という形を予

定しておりますので、正式には28日の企画部会で日程を調節させていただきます。ま

た、そのときは皆様にご連絡いたしますので、どうぞまた19年度もひとつご協力のほ

どをよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 

 それでは、事務局の方に戻しますので。 

司会 小林委員長、ありがとうございました。 

 本日は、長時間にわたりましてご議論いただきまして、まことにありがとうござい

ました。 

 それでは、最後になりますが、閉会に当たりまして大下区長より一言ごあいさつさ

せていただきます。 

区長 皆さん、長時間にわたりまして熱心なご議論をいただいてありがとうございまし

た。お疲れでございましょうから一言だけ、ちょっとお礼を申し上げたいと思いま

す。 

 前回の1月19日にご報告いただいた積み残しの課題といいますか、きょうはまた議論

いただいて、第2弾の報告書を近々またいただけるものと思っています。本当にありが

とうございました。 
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 それからもう1つ、課題は、先ほどから出ていますように、この20人の委員の皆さん

と参与の皆さんとで、この区民会議の熱い議論の中身をどうしたら20万の区民の皆さ

んに共有していただけるかということは非常に大事でございますので、私どもとして

は、ご案内のように、こういう宮前区民会議だよりというのを発行しまして、町会・

自治会さんを通して配布していただいています。それから、市政だより宮前区版にも

載せております。それから、インターネットにも、17年度の試行の段階から非常に詳

細なデータも出ております。 

 それだけではまだ足りないということで、先ほど委員長からご提案いただいた区民

会議フォーラムといったものを、市民館を借りるなどしてやると。これは私どもも大

賛成でございまして、今年度の熱い議論と報告内容をぜひ区民の皆さんと共有した

い、そして、一緒になって解決策を実現していきたいというふうに思いますので、そ

ういった場をぜひ設けさせていただければありがたいと思います。 

 本日は長いこと、どうもありがとうございました。それから、参与の皆様につきま

しても1年間いろいろとご指導いただいて、本当にありがとうございました。 

 次回は、先ほどからお話に出ていますが、新年度になるわけでございますけれど

も、19年度も引き続き、この区民会議を皆さん方によって盛り立てていただいて、区

民共通の課題を解決していく突破口になればと思っておりますので、来年度もどうぞ

よろしくお願いします。きょうは本当にありがとうございました。（拍手） 

織田参与 一言いいですか。 

区長 どうぞ。 

織田参与 どうもお疲れさまでありました。 

 1年、ことし初めてということですので、この間の推移を見守らせていただくという

ことで、あえて発言もせずにということで来たんですが、実際、こういう形でお話を

聞かせていただくということに価値があるということであれば、それはそれであるん

でしょうが、正直、特に発言をするという機会も与えられず、本当にかかわりも何も

ないということで、私どもが2時間、2時間半、ここに本当にいる必要があるのかどう

かと。そういうことについては、やはりいろいろ議論しなければいけないことだろう

なと思いますので、この場で私どもが発言をするというふうにするのか、それとも違

った場でいろんな意見交換の場で発言をするというふうにするのか、それについては

やはりこれは課題だろうという気がします。 

 区民会議は、あくまでも調査審議の場ということがあるわけで、それの考え方につ

いては正直幅があるようでありますが、やはり調査審議というものをどういうふうに

考えていくのかということを含めて、制度設計をもう一度見直す部分はあるのかなと

いう気は率直にいたしましたので、それについてちょっと一言だけ意見を言わせてい

ただきました。 

司会 織田参与、ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして第4回宮前区区民会議を閉会させていただきます。本日
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は大変ありがとうございました。お疲れさまでございました。 

午後8時19分閉会 

 


